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能力向上研修会のカリキュラム

講義 認定調査の基本的な考え方

３つの評価軸の考え方
基本調査の選択における留意点
基本調査の選択の正しい考え方
初任者向けツールの活用

一次判定ソフトの構造

一次判定ソフトのロジック
手計算による基準時間の算出

講義 介護認定審査会の手順とポイント

認定調査と審査会の関係性
審査会における特記事項の役割

業務分析データの解釈

演習 認定調査の適正化プロセス

適正化に向けた取組方法の例
課題整理、適正化プランニング

講義

審査会委員の立場から検討する
特記事項の書き方

特記事項の内容検討

業務分析データの読み方
テータ例の解釈

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

講義 能力向上研修のゴール

目指すべきゴール
適正化プロセス記録シートの確認
イントロダクション

講義 演習

講義

演習

演習
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目指すべきゴール

 認定調査の基本的な考え方や審査会の手順を

再確認する。

 審査会委員に伝わる特記事項の書き方を理解する。

 各都道府県・自治体における課題を整理し、

要介護認定適正化に向けて取り組むべきポイントを

検討する。
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平成30年４月からの
要介護認定制度の改正点について

① 有効期間の拡大

② 介護認定審査会の簡素化
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平成30年4月1日以降の申請分であって、以下の6要件のすべてに合致する者について、認定審査会の簡素化を可能とした。

【条件①】第１号被保険者である
【条件②】更新申請である
【条件③】コンピュータ判定結果の要介護度が、前回認定結果の要介護度と一致している
【条件④】前回認定の有効期間が12か月以上である
【条件⑤】コンピュータ判定結果が要介護1または要支援2の者の場合は、今回の状態安定性判定ロジックで「安定」と判定

され ている
【条件⑥】コンピュータ判定結果の要介護認定等基準時間が「一段階重い要介護度に達するまで3分以内（重度化キワ 3分

以内）」ではない

要介護認定制度の見直し（介護認定審査会の簡素化）
社会保障審議会

介護保険部会（第85回） 参考
資料１

令和元年１１月１４日

令和２年４月から
令和３年４月から

要介護認定制度の改正点について

① 有効期間の拡大
（令和３年４月以降～）

② 認定調査員の要件緩和
（令和２年４月以降～）
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要介護認定等基準時間が

32分以上50分未満の評価結果の表示

要支援２・要介護１の振り分け方 <審査会委員テキストP28〉

認知機能や思考・感情等の障害により
予防給付等の利用の理解が困難か

（合議体が判断した認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上かM）

概ね６か月以内に心身の状態が悪化し
介護の手間が増大することによる
要介護度の再検討の必要があるか

要介護１

要支援２ 要介護１

困難でない・自立またはⅠ 困難・Ⅱ以上M

ない ある安定
不安定

平成30年4月1日以降の申請分であって、以下の6要件のすべてに合致する者について、認定審査会の簡素化を可能とした。

【条件①】第１号被保険者である
【条件②】更新申請である
【条件③】コンピュータ判定結果の要介護度が、前回認定結果

の要介護度と一致している
【条件④】前回認定の有効期間が12か月以上である
【条件⑤】コンピュータ判定結果が要介護1または要支援2の者

の場合は、今回の状態安定性判定ロジックで「安定」と
判定されている

【条件⑥】コンピュータ判定結果の要介護認定等基準時間が
「一段階重い要介護度に達するまで3分以内
（重度化キワ3分以内）」ではない

要介護認定制度の見直し（介護認定審査会の簡素化）
社会保障審議会

介護保険部会（第85回） 参考
資料１

令和元年１１月１４日
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一次判定結果と簡素化（６）

区 分
要介護認定等基準時間 一段階高い要介護度から

３分以内でないこと

非該当 ２５分未満 ２２分以上 ２５分未満

要支援１ ２５分以上 ３２分未満 ２９分以上 ３２分未満

要支援２

要介護１
３２分以上 ５０分未満 ４７分以上 ５０分未満

要介護２ ５０分以上 ７０分未満 ６７分以上 ７０分未満

要介護３ ７０分以上 ９０分未満 ８７分以上 ９０分未満

要介護４ ９０分以上 １１０分未満 １０７分以上 １１０分未満

要介護５ １１０分以上

-11-
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○簡素化の具体的な方法については、保険者において決定するが、
少なくとも審査会の開催自体は実施することが適当。

○①～⑥の条件に合致する者であっても、各保険者の判断により
審査会を簡素化せずに実施することは妨げられない。
また、保険者により①～⑥に加えて新たな要件を設けることも
差し支えない。

（例:コンピュータ判定結果が要支援2/要介護1の者については、
状態の安定性に関わらず簡素化しないこととする 等）

○認定審査会を簡素化して実施した場合も、介護保険法第27条
第4項等に定める審査会への審査判定の求め及び同条第5項に
定める審査会による審査判定を実施した扱いとなる。

要介護認定に係る認定審査会の簡素化について

簡素化についての考え方

要介護認定制度の見直し（介護認定審査会の簡素化）
社会保障審議会

介護保険部会（第85回） 参考
資料１

令和元年１１月１４日
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介護認定審査会の手順

※ 出典（２．について）：令和元年度老人保健健康増進等事業「要介護認定業務の実施方法に関する調査研究事業」の中間報告（ｎ=830保険者。一保険者は無回答）。数値は中間報
告時点のものであり、今後の精査により変わる可能性がある。

介護認定審査会の簡素化の状況

■ 独自要件の内容の例

○ 要支援２または要介護１は簡素化の 対象外
○ 特定の介護度以上のみ簡素化の対象（例：要介護３以上等）
○ 簡素化から除外する要介護認定等基準時間の「キワ」を３分から５分に延長している。 等

※ 出典（１．について）：介護保険総合データベース。平成31年３月に、更新の要介護認定の判定を受けた者について集計（令和元年９月集計）。

38.1%

52.4%

9.5%

実施している

実施していない（検討中を

含む。）

不明

69.6%

29.7%

0.6%
国の示す対象要件のみ

独自要件を付加

不明

２．簡素化実施保険者数

１．簡素化実施割合

合計 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

①判定件数 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

②簡素化対象件数（②÷①） 30.5% 39.8% 39.7% 8.2% 33.5% 32.2% 34.9% 41.0%

③簡素化実施件数（③÷②） 24.2% 23.6% 17.3% 19.5% 25.0% 25.8% 27.2% 28.0%

社会保障審議会
介護保険部会（第85回） 参考

資料１
令和元年１１月１４日
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要介護認定に要する平均期間の推移

※ 出典：介護保険総合データベース。各年度に二次判定された件数について、申請日から二次判定日までの日数の平均を集計。（令和元年９月集計） 。
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社会保障審議会
介護保険部会（第85回） 参考

資料１
令和元年１１月１４日
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※ 出典：介護保険総合データベース。各年度に有効期間開始日がある要介護
認定の件数を集計（令和元年10月集計）。
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６５９

（万人）

※ 介護保険事業状況報告
注１）陸前高田市、大槌町、女川町、桑折町、広野町、楢葉町、富岡町、

川内村、大熊町、双葉町、浪江町は含まれていない。
注２）楢葉町、富岡町、大熊町は含まれていない。
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要介護認定件数の推移 要介護認定者数の推移

要介護認定件数等の推移
社会保障審議会

介護保険部会（第85回） 参考
資料１

令和元年１１月１４日
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申請区分等
原則の

認定有効期間
設定可能な

認定有効期間の範囲

新規申請 ６ヶ月 ３ヶ月～１２ヶ月

区分変更申請 ６ヶ月 ３ヶ月～１２ヶ月

更新申請

前回要支援 → 今回要支援 １２ヶ月 ３ヶ月～３６ヶ月

前回要支援 → 今回要介護 １２ヶ月※ ３ヶ月～３６ヶ月※

前回要介護 → 今回要支援 １２ヶ月 ３ヶ月～３６ヶ月

前回要介護 → 今回要介護 １２ヶ月※ ３ヶ月～３６ヶ月※

要介護認定に係る有効期間について（平成３０年４月から）

※ 状態不安定による要介護１の場合は、６ヶ月以下の期間に設定することが適当です。

認定後の要介護度の推移（平成２５年１月認定）

○平成25年１月に認定された者の、６ヶ月から36ヶ月時点の要介護度の「不変」等の割合を集計。
○平成28年度の介護保険部会の議論では、新規認定又は区分変更認定を受けた者のうち、有効期間の上限である12ヶ月経過
時点で要介護度が「不変」の者の割合に着目し、更新認定における有効期間の上限を検討し、当該期間を24ヶ月から36ヶ月
に拡 大した。

※ 出典：介護保険総合データベース（平成28年７月集計）。転居等により、その後の要介護度が把握できない件数は含まない。36ヶ月時点で要介護度が確認で
き、途中の期間で認定データがない場合も「非該当」に含む。なお、「死亡」は、保険者が把握している限りのデータである。

40.6%

47.3%

42.3%

7.3%

20.1%

39.3%

20.8%

26.5%

0.4% 12.5%

1.6% 10.2%

※介護保険部会第63回（平成28年９月７日）の参考資料２を改変

社会保障審議会
介護保険部会（第85回） 参考

資料１
令和元年１１月１４日
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※ 出典：介護保険総合データベース。平成31年３月に有効期間がある認定データについて、要介護度別／申請区分別に有効期間を集計（令和元年10月集計）。
※ 小数点第二位を四捨五入しており、合計が100％にならない場合があり、0.0％の表記となっている内訳にも実数がある。

６ヵ月未満 ６ヵ月 ７～11ヵ月 12ヶ月 13～23ヵ月 24ヶ月 25～35ヵ月 36ヶ月

新規 0.1% 9.6% 0.0% 90.2%

更新 0.0% 1.8% 0.0% 16.2% 0.1% 27.4% 0.0% 54.4%

変更 0.1% 7.5% 0.0% 92.4%

要支援１ ６ヶ月以下 ７～12ヶ月 13～24ヶ月 25～36ヶ月

新規 5.3% 94.7%

更新 0.2% 18.5% 32.1% 49.2%

変更 9.0% 91.0%

要支援２ ６ヶ月以下 ７～12ヶ月 13～24ヶ月 25～36ヶ月

新規 5.7% 94.3%

更新 0.1% 18.8% 31.6% 49.4%

変更 4.3% 95.7%

要介護１ ６ヶ月以下 ７～12ヶ月 13～24ヶ月 25～36ヶ月

新規 18.2% 81.8%

更新 8.0% 24.1% 26.4% 41.6%

変更 19.6% 80.4%

要介護２ ６ヶ月以下 ７～12ヶ月 13～24ヶ月 25～36ヶ月

新規 8.1% 91.9%

更新 0.1% 16.1% 29.0% 54.7%

変更 5.1% 94.9%

要介護３ ６ヶ月以下 ７～12ヶ月 13～24ヶ月 25～36ヶ月

新規 9.9% 90.1%

更新 0.2% 14.7% 29.0% 56.0%

変更 5.4% 94.6%

要介護４ ６ヶ月以下 ７～12ヶ月 13～24ヶ月 25～36ヶ月

新規 10.3% 89.7%

更新 0.4% 10.8% 25.6% 63.2%

変更 5.9% 94.1%

要介護５ ６ヶ月以下 ７～12ヶ月 13～24ヶ月 25～36ヶ月

新規 8.4% 91.6%

更新 0.3% 5.5% 19.1% 75.1%

変更 5.3% 94.7%

要介護度別／申請区分別の有効期間の状況

（要介護度別内訳）

社会保障審議会
介護保険部会（第85回） 参考

資料１
令和元年１１月１４日

要介護認定等基準時間が

32分以上50分未満の評価結果の表示

要支援２・要介護１の振り分け方 <審査会委員テキストP28 図表６>

認知機能や思考・感情等の障害により
予防給付等の利用の理解が困難か

（合議体が判断した認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上かM）

概ね６か月以内に心身の状態が悪化し
介護の手間が増大することによる
要介護度の再検討の必要があるか

要介護１

要支援２ 要介護１

困難でない・自立またはⅠ 困難・Ⅱ以上M

ない ある安定
不安定
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１．現状と課題③（有効期間の拡大）
現状・課題

H27.4時点 H28.4時点 H29.4時点 H30.4時点 H31.4時点

更新

更新

【 上記比較のイメージ 】

例：要介護３

要介護３

例：要介護３

要介護４

不変の割合
33.4％

不変の割合
33.2％

要介護度が変わらない者の割合 ６ヶ月後 12ヶ月後 24ヶ月後 36ヶ月後 48ヶ月後
更新認定（全体） 92.2% 82.6% 56.5% 36.8% 30.6%
更新認定（要介護度が直前の要介護度と異なる者） 90.2% 79.3% 50.8% 33.2% 26.5%
更新認定（要介護度が直前の要介護度と同じ者） 93.6% 84.9% 60.5% 39.4% 33.4%

○ この考え方を踏まえ、更新認定を受けた者について、要介護度が直前の要介護度と同じ者と、直前の要介護度と異なる者に分類して、
要介護度が変わらない者の割合を比較すると、
・ 直前の要介護度と異なる者は、 36ヶ月経過時点で33.2％であることに対して、
・ 直前の要介護度と同じ者は、48ヶ月経過時点では33.4％と同様となっている。

※ 出典:介護保険総合データベース。平成27年４月に判定がされた認定データを対象に、各時点において要介護度が「不変」、「軽度化」、「重度化」、「非該当」又は「死
亡」となった件数の割合を集計。表は「不変」の割合を記載。

社会保障審議会
介護保険部会（第85回） 資料２

令和元年11月14日

令和２年４月から
令和３年４月から

要介護認定制度の改正点について

① 有効期間の拡大
（令和３年４月以降～）

② 認定調査員の要件緩和
（令和２年４月以降～）
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○ 要介護度が更新前後で同じ場合の有効期間については、令和３年４月から、３ヶ月～48ヶ月に改正。

３．対応（有効期間の拡大）

申請区分等
原則の

認定有効期間
設定可能な

認定有効期間の範囲

新規申請 ６ヶ月 ３ヶ月～１２ヶ月

区分変更申請 ６ヶ月 ３ヶ月～１２ヶ月

更新申請

要介護度が更新前後で異なる。 １２ヶ月 ３ヶ月～３６ヶ月

要介護度が更新前後で同じ。 １２ヶ月 ３ヶ月～４８ヶ月

○ 要介護認定の申請から認定までの期間が38.5日となっており、
全国的に依然として⾧くなっていることを踏まえると、保険者の要介護認定
制度に関する業務の簡素化について、引き続き検討することが必要である。

○ そのような中、平成30年度に更新認定の有効期間を24ヶ月から36ヶ月に
拡大した後における有効期間の設定状況や、更新認定後の要介護度の
変化状況等を踏まえ、平成30年度に更新認定の有効期間を拡大した
際の考え方を参考に、更新認定の二次判定において、直前の要介護度と
同じ要介護度と判定された者については、有効期間の上限を、36ヶ月から
48ヶ月に延⾧することを可能としてはどうか。

○ また、介護認定審査会における更なる審査簡素化についても、実態把握を
引き続き実施し、その結果を踏まえ検討していくこととしてはどうか。

２．論点（有効期間の拡大）

論点

社会保障審議会
介護保険部会（第85回） 資料２

令和元年11月14日
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令和２年４月から
令和３年４月から

要介護認定制度の改正点について

① 有効期間の拡大
（令和３年４月以降～）

② 認定調査員の要件緩和
（令和２年４月以降～）

○ 保険者から、認定調査の指定市町村事務受託法人に対する委託を検討する上で、
介護支援専門員の確保が困難であることが課題となっていることを踏まえた、
認定調査員の要件見直しに関する要望がある。

○ また、「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」においては、
指定市町村事務受託法人が当該調査を行う場合に、介護支援専門員以外の者にも当該調査を
行わせることについて、その影響等を考慮しつつ検討し、2019年度中に結論を得ることとされている。

※ 平成30年の地方からの提案等に関する対応方針（平成30年12月25日閣議決定）（抜粋）
要介護認定に係る調査（27条２項）については、指定市町村事務受託法人が当該調査を
行う場合に、介護支援専門員以外の者にも当該調査を行わせることについて、その影響等を
考慮しつつ検討し、2019年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

○ 保険者における認定調査員は、保健、医療、福祉に関しての専門的な知識を有している者が
任命されることが望まれるとしており、保険者では、介護支援専門員のほか、看護師、准看護師、
助産師、介護福祉士、保健師及び社会福祉士等の資格を有する者が従事している。

４．現状と課題②（認定調査員の要件緩和）
現状・課題

社会保障審議会
介護保険部会（第85回） 資料２

令和元年11月14日
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MEMO

○ 保険者では、認定調査を行う職員に対し、実地研修として、経験年数が⾧い職員が訪問調査に同行
することや、グループワーク等による研修、定期的なミーティング、認定調査員向けのｅ－ラーニングの
受講等により、公平・公正かつ適切な認定調査を実施するために必要な知識、技能の向上を図って
いる場合がある。
また、認定調査員向けのe-ラーニングの正答率の状況を見ると、月当たりの調査実施件数が多いほど、
また、認定調査員の経験年数が⾧いほど、正答率が高い傾向にある。

○ このような中、保険者からは、
・ 認定調査員として、公平・公正かつ適切な認定調査を行っていく上で、実務経験が特に重要である
との意見があるほか、

・ 指定市町村事務受託法人に認定調査を委託する際、退職した市町村職員で認定調査を行った
経験がある者なども認めることについての要望もある。

論点
○ 今後も、要介護認定の申請件数は増加していくことが予想される中、各保険者において、要介護認定
を遅滞なく適正に実施するために必要な体制を確保することが求められるが、認定調査を指定市町村
事務受託法人に委託する場合において、認定調査員の要件を緩和することとし、介護支援専門員に
なるための実務経験として認められる資格等を参考に、介護支援専門員以外の保健、医療、福祉に
関しての専門的な知識を有している者も実施できることとしてはどうか。

４．現状と課題②（認定調査員の要件緩和）
現状・課題

社会保障審議会
介護保険部会（第85回） 資料２

令和元年11月14日

５．論点（認定調査員の要件緩和）
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利

用

者

市
町
村
の
窓
口
に
相
談

要支援１
要支援２

○施設サービス
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院

○居宅サービス
・訪問介護 ・訪問看護
・通所介護 ・短期入所 など
○地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護 など

○一般介護予防事業
（※全ての高齢者が利用可）

・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・地域リハビリテーション活動支援事業など

要介護１

要介護５

～

○介護予防サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防通所リハビリ
・介護予防居宅療養管理指導 など
○地域密着型介護予防サービス
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護 など

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・その他の生活支援サービス

予
防
給
付

介
護
給
付

介護サービスの利用の手続き

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

認
定
調
査

医
師
の
意
見
書

要
介
護
認

定

要
介
護
認
定
申
請

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
計
画

介
護
予
防

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

非該当

※明らかに要介護認定が必要
な場合
※予防給付や介護給付による
サービスを希望している場合
等

サービス
事業対象者

総
合
事
業

※明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と
判断できる場合

(サービス
事業対象者)

※予防給付を利用

※事業のみ利用

６．対応（認定調査員の要件緩和）
○ 令和２年４月１日より、社会保障審議会介護保険部会における議論も踏まえ、介護保険法施行規則を改正し、認定調査を指定市町村事務受託
法人に委託する場合について、介護支援専門員以外の医療、福祉の専門的知識を有している者も認定調査を実施できる取扱とした。
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能力向上研修会のカリキュラム

講義 認定調査の基本的な考え方

３つの評価軸の考え方
基本調査の選択における留意点
基本調査の選択の正しい考え方
初任者向けツールの活用

一次判定ソフトの構造

一次判定ソフトのロジック
手計算による基準時間の算出

講義 介護認定審査会の手順とポイント

認定調査と審査会の関係性
審査会における特記事項の役割

業務分析データの解釈

演習 認定調査の適正化プロセス

適正化に向けた取組方法の例
課題整理、適正化プランニング

講義

審査会委員の立場から検討する
特記事項の書き方

特記事項の内容検討

業務分析データの読み方
テータ例の解釈

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

講義 能力向上研修のゴール

目指すべきゴール
適正化プロセス記録シートの確認
イントロダクション

講義 演習

講義

演習

演習

都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス
市町村が指定・監督を行う

サービス

介
護
給
付
を
行
う
サ
ー
ビ
ス

予
防
給
付
を
行
う
サ
ー
ビ
ス

都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス 市町村が指定・監督を行うサービス

◎地域密着型介護予防サービス
○介護予防認知症対応型通所介護
○介護予防小規模多機能型居宅介護
○介護予防認知症対応型共同生活介護

（グループホーム）

◎地域密着型介護サービス
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
○夜間対応型訪問介護
○地域密着型通所介護
○認知症対応型通所介護
○小規模多機能型居宅介護
○認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

○地域密着型特定施設入居者生活介護
○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

○複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介

護）

◎介護予防支援

◎施設サービス
○介護老人福祉施設
○介護老人保健施設
○介護療養型医療施設
○介護医療院

◎居宅介護支援

【訪問サービス】 【通所サービス】

【短期入所サービス】

○介護予防特定施設入居者生活介護
○介護予防福祉用具貸与
○特定介護予防福祉用具販売

◎介護予防サービス

○介護予防訪問入浴介護
○介護予防訪問看護
○介護予防訪問リハビリテーション
○介護予防居宅療養管理指導

○介護予防通所リハビリテーション

○介護予防短期入所生活介護
（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）

○介護予防短期入所療養介護

【通所サービス】

【短期入所サービス】

○特定施設入居者生活介護
○福祉用具貸与
○特定福祉用具販売

◎居宅介護サービス

○訪問介護（ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ）
○訪問入浴介護
○訪問看護
○訪問リハビリテーション
○居宅療養管理指導

○通所介護（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）
○通所リハビリテーション

○短期入所生活介護（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）
○短期入所療養介護

介護サービスの種類

【訪問サービス】

この他、居宅介護（介護予防）住宅改修、介護予防・日常生活支援総合事業がある。
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